
食品安全関係府省緊急時対応基本要綱等の改正事項と該当部分 
 

           〈主な改正内容〉                       〈該当する要綱等〉 

１ 「食品による危害に関する緊急時対応基本要綱」策定に伴う変更 ・・・①食品安全関係府省緊急時対応基本要綱、③食品安全委員会緊急時対応基本指針 

２ 緊急対策本部の設置手順見直しに伴う変更           ・・・①食品安全関係府省緊急時対応基本要綱、②緊急対策本部設置要領、④食品安全関係府省食中 

毒等緊急時対応実施要綱 

３ 緊急事態等に関する情報の内閣情報調査室への報告の明記    ・・・③食品安全委員会緊急時対応基本指針、⑤食品安全委員会食中毒等緊急時対応実施指針 

 

改正内容 
①食品安全関係府省緊急時

対応基本要綱 
②緊急対策本部設置要領 

③食品安全委員会緊急時対

応基本指針 

④食品安全関係府省食中毒

等緊急時対応実施要綱 

⑤食品安全委員会食中毒等

緊急時対応実施指針 

「食品による危害に

関する緊急時対応基

本要綱」策定に伴う

変更 

【１ページ】 
前文に両要綱の関係を記載 
（食品による危害に関する

緊急時対応基本要綱に基づ

いて対応するものについて

は本要綱によらないことと

する。） 

－ 【２０ページ】 
１１ その他（２）に追記 
（「食品による危害に関す

る緊急時対応基本要綱」へ

の対応は本指針に準じて実

施する旨の記載） 

－ － 

緊急対策本部の設置

について 
 

【３ページ】 
４ 緊急対策本部の設置等 
（１）、【５ページ】（別紙

緊急対策本部の設置につい

て）「委員会からの報告若し

くはリスク管理機関からの

要請」に「又は自らの判断」

を追加 

【９ページ】 
１ 緊急協議の実施 
（１）において「委員会か

らの報告若しくはリスク管

理機関からの要請」に「又

は自らの判断」を追加 

－ 
 

【２９ページ】 
６ 緊急対策本部の設置 
（１）において「委員会か

らの報告若しくはリスク管

理機関からの要請」に「又

は自らの判断」を追加 

－ 

緊急事態等に関する

情報について、内閣

情報調査室への報告

手順の明確化 

－ 
 

－ 【１６ページ】 
３ 連絡要領（３）に追加 
（委員長の判断により事務

局長へ指示） 

－ 
 

【３６ページ】 
２ 食中毒等による緊急事

態等の発生に関する情報の

連絡（３）に追加 
（委員長の判断により事務

局長へ指示） 

資料４－２ 
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改正内容 
①食品安全関係府省緊急時

対応基本要綱 
②緊急対策本部設置要領 

③食品安全委員会緊急時対

応基本指針 

④食品安全関係府省食中毒

等緊急時対応実施要綱 

⑤食品安全委員会食中毒等

緊急時対応実施指針 

農林水産省の組織変

更（総務課→消費・

安全政策課） 

【２ページ】 
３ 緊急時における情報連

絡体制等 
（１）情報連絡体制の整備 

【９ページ】 
１ 緊急協議の実施 
（２） 

【１６ページ】 
２ 情報連絡体制の整備

（２）② 

【２５ページ】 
２ 情報連絡体制の整備

（３） 

【３３ページ】 
Ⅰ 平時からの対応 
１ 平時からの準備体制

（４） 
食品による危害に関

する緊急時対応実施

要綱に定める「食品

危害情報の通報受付

シート兼食品危害情

報総括官情報共有シ

ート」を両要綱で用

いる共通様式とす

る。 

－ 
 

－ 
 

－ 
 

【２７ページ】 
３ 情報の収集等 
（２）情報の共有等におい

て、当該シートの活用につ

いて記載 

【３５ページ】 
Ⅱ 初動対応 
１ 食中毒等による緊急事

態等の発生に関する情報の

受理（１）においてシート

名を変更 
【４４ページ】 
別紙様式１を共通様式に変

更 
情報・緊急時対応課

による情報収集先の

組織改編に伴う修正

－ 
 

－ 
 

【１８ページ】 
５ 情報収集等の在り方 
（１）情報・緊急時対応課

による情報収集等 ① 

－ 
 

－ 
 

その他表現等の修正 【３ページ】 
６ 情報の提供（１） 
情報提供の際の調整につい

て「委員会及びリスク管理

機関」と明記 

－ 
 

－ 
 

－ 
 

【３８ページ】 
５ その他 
「各段階ごとに」→「各段

階において」と修正 

 


